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１．研究目的 

本研究の目的は、地域社会で子育て生活に必要な家事・養育・対人関係・社会資源の

活用等の「子育て生活スキル」を媒介に地域力を高め、「子育ての社会化」を目指す「フ

ァミリー・ソーシャルワーク」を検討することにある。 

少子化は子どもの数が減るだけでなく、妊娠・出産・子育てにかかる生活スキルを地

域社会で伝承する機会を減少させ、子育てに対する周囲の理解や関心をも貧しいものに

した（西岡 2021）。また、所得格差とひとり親家庭の増加が、複合的な問題を抱え孤立

する不安定層の子育て家庭の状況を生んだ。特に、十分な支援の手が行き届かない母子

世帯の母親は、不安の大きさから自己肯定感が低くなり、自ら支援を求めず孤立を深め

る実態がある（清水 2016）。その状況は、妊娠を誰にも相談できず秘匿し孤立する女性

の姿に重なる。 

 

２．研究の視点および方法 

（１）研究の視点 

児童福祉法等の改正（厚生労働省 2016）で児童の主体的な権利が明示され、子どもの

養育は保護者のみならず地域社会すなわち社会全体で担い協働する「子育ての社会化」

が示された。一方で、所得格差とひとり親家庭の増加が、子育て家庭を「安定層」と

「不安定層」に二分化し、「支援」と「介入」の二重基準の児童虐待防止対策の下、地域

社会の眼差しは「虐待の疑い」に注がれ、気になる家庭があれば声をかけ合うよりも公

的機関への通告が選択されやすい状況を生んでいる。子育てにつまずいた親たちが、心

を閉ざしたまま転居を繰り返し、悲惨な事件になる場合もある。 

母子生活支援施設の調査では、入所する利用者の多くが生活経験の乏しさゆえに日々

の子育てにつまずきやすく、自己肯定感も低くなり、養育や家事を始めとする生活スキ

ルへの支援が必要であることが報告されている。また、利用者の学びへの希望を支援す

ることが、自己肯定感を回復させ、経済的な自立にもつながるという指摘もある（厚生

労働省 2011，2014）。不安定な生活基盤の上で成長し母親になった女性は、子どもの養

育について学ぶ機会を逸し、子育ての方法やその許容範囲もわからない状態で精神不安

を高め追いつめられる（厚生労働省 2011）。従って、支援を充実させるためには、地域

社会で「子育て生活スキル」を媒介に養育者の自己肯定感を回復させる支援策を検討す

る必要がある。 



（２）先行研究の検討  

 

 虐待防止プログラム 

虐待防止に向けて養育者を支える方法として、子どもへの攻撃性の裏側に養育者自身

の不安や自己肯定感の低さがあることへの気づきを促す MYTREE ペアリンツ・プログラム

（森田 2012）や、暴力や暴言を使わずに子どもを育てる技術を養育者に伝えることで虐

待の予防や回復を目指すコモンセンス・ペアレンティング・プログラム等（久保他 2015，

命婦・宍戸 2018）の研究が進んでいる。 

 

 母子生活支援施設における生活支援 

母子生活支援施設に入所する生活経験の乏しさゆえに基本的な生活スキルをもつこと

ができなかった利用者に対し、支援者が利用者の今までの人生や文化を尊重し「利用者

に対する率直なリスペクト」を経験することで、対等な相互関係が形成され互いに成長

する（中澤 2020）。また、成長過程で学びの機会を逸した利用者の学びへの希望を支援

することが、自己肯定感を回復させ、経済的な自立にもつながる（厚生労働省 2011）。 

 

 婦人保護施設における生活支援 

婦人保護施設においては、不安定な養育環境で教育を受ける機会を逸し、生活スキル

が未熟な状態の利用者が、協働養育における手厚い支援の場で自己を回復させている。

ときに、何度も育児につまずき辛い挫折を繰り返すなかで、自分自身の限界を見定める

力をもち、子育てを社会に委ねる姿を「成長」と捉える取り組みがある（細金 2019）。 

 

伝統技能伝承の領域における継承者の育成と生活支援 

継承者不足に歯止めをかける伝統技能伝承では、教授-習得の文脈にケアの概念が導入

され、わざや技能を媒介に、育成者と継承者が相互の生活経験を行き交わすケアリング

関係の研究が進んでいる（生田 1987）。育成者は、継承者とのケアリング関係において、

サーバント・リーダーシップ的に関わり、日々の稽古のなかで継承者の自己成長を「承

認」することによって、信頼関係を構築し、継承者の自己肯定感を高める取り組みを実

践している（西岡 2022，2021，2020）。伝統技能伝承の取り組みは、女性支援及び母子

支援において、施設内の「生活の場」で実践する「生活支援」に通底すると考えられる。 

  

特別養子縁組あっせん事業所等における生活支援 

予期せぬ妊娠で行き場を失い孤立する女性の心身を支え、生まれてくる子どもの育ち

の連続性を保障する、特別養子縁組あっせんの「場」での取り組みも検討されている。

生まれた子どもを特別養子縁組に託す妊産婦にとって、選択に伴う喪失の悲嘆のプロセ

スは、縁組に向けた自己決定に必要な経験になる（堀内・板谷・古川 2020）。また、障

害をもって生まれた子どもにかかる特別養子縁組の支援では、生みの親にとって、特別

養子縁組の選択肢が提示されることの重要性も示されている（白井 2018）。 



以上の先行研究をふまえ、本調査では、女性支援及び母子支援の実践から示唆を得て、

地域社会で「子育て生活スキル」を媒介にした関わりによって、自己肯定感が高められ、

適切な社会資源とつながり安定した生活基盤を形成するための支援策を検討する。具体

的には、民間養子縁組あっせん機関における妊産婦支援のあり方から示唆を得て、「子育

て生活スキル」を媒介にした地域社会における支援者の役割を検討する。 

 

（３）研究の方法 

本調査は、2022 年 2 月～2022 年 3 月に養子縁組あっせん機関（以下、あっせん機関）

７機関で主に妊産婦支援を担当する支援者 10名を対象に、Zoom会議でインタビュー・ガ

イドを用いた約 60分～90分の半構造化インタビューを実施した。具体的には、①生活支

援が養育者の成長や自己肯定感に与える影響、②地域社会における支え合い、③女性支

援及び母子支援で心がけていること、の３つの質問項目に沿った自由な語りを聞き取っ

た。録画した音声データから逐語録を作成し、質的記述的研究（グレッグ美鈴 2014）の

手法を用いて分析を行い、【カテゴリー】《サブカテゴリー》〔コード〕を抽出した。 

 

３．倫理的配慮 

本調査は、「日本女子大学人を対象とした実験研究に関する倫理審査委員会」の承認を

得て実施した（課題番号 501・承認番号 501）。協力者の方には事前に文書で研究内容の

説明と依頼を行い、インタビュー調査の際に研究実施に関する説明文書を丁寧に読み交

わし、同意書に署名・押印を頂いた。また、調査結果の公表においては、事前に内容を

確認して頂き了解を得た。 

 

４．研究結果 

（１）研究協力者の属性 
表１．研究協力者の属性 

研究
協力者

年齢 資格等 前職 事業所内の立場
特別養子縁組

関連の支援歴（年）

A 60代 社会福祉士 一般事務職 代表・事務・相談員 　　　約20

B 70代 医療系事務 医師会職員 事務・相談員 　　　約30

C 60代 社会福祉士 市議会議員 相談員 　　　約6

D 40代 社会福祉士 総合病院 医療ソーシャルワーカー相談員 　　　約4

E 30代 保育士 児童養護施設 保育士 相談員 　　　約2

F 60代 医療系事務 産科クリニック 事務局長 代表・事務・相談員 　　　約5

G 40代 社会福祉士・精神保健福祉士 精神科病院 ワーカー 相談員 　　　約3

H 60代 社会福祉士・家族相談士 児童養護施設 自閉症児支援 事務・相談員 　　　約10

I 40代 社会福祉士 社会福祉協議会 ワーカー
特別養護老人ホームワーカー

相談員 　　　約5

J 30代 移住者コミュニティ研究 海外移住者支援・研究職 相談員（移住者支援） 　　　約6



（２）分析結果と考察 

 

 特別養子縁組に子どもを託すことを考える女性の背景 

  特別養子縁組に生まれた子どもを託す選択を考える女性への支援においては、【生ま

れた子どもに障害があったことで苦しむ女性に対する生活支援】【予期せぬ妊娠で孤立

する女性に対する生活支援】に大別された。背景に複雑で多様な女性の生活困難があり、

特に母子共により脆弱性が高い外国籍移住者の女性（以下、外国籍女性）の場合、〔外

国籍移住者コミュニティ独自のネットワークでの情報収集〕によって相談に辿りつき、

〔脆弱性が高く搾取される状況で妊娠した女性への支援〕が必要とされた。 

 

【生まれた子どもに障害があったことで苦しむ女性に対する生活支援】 

《障害をもって生まれた子どもの縁組の相談の入口の支援》では、〔支援する姿勢から

離れ母親同士・女性同士・妻同士という立場で深まる信頼関係〕を形成し、〔養子縁組が

ベストなのかという葛藤のなかでの慎重な支援〕によって、〔自己肯定感が低下した女性

の語りを傾聴することから始まる解決の道の模索〕がなされていた。 

 

相談の背景には、〔社会における障害そのものに対する考え方から派生する課題〕が透

けて見える。障害をもった子どもの特別養子縁組の相談を受けつけるあっせん機関の場

合、他府県からの相談が多いため、〔身近な地域社会の社会資源とのつながりの後押し〕

といった《地域社会の社会資源との連携による支援体制構築の試み》がなされ、〔他機関

からの情報も併せて総合的な見立て〕によって支援を展開していた。そのような支援の

なかで、〔保育園との協働で実感できた子どもの成長〕を見ることができた母親が自宅養

育を選択するなど、〔社会資源の情報提供から模索する自宅養育の可能性〕〔両親・祖父

母・親族の助け合いによる自宅療養の可能性〕を見出していた。 

 

相談者の話を傾聴し《自宅養育の可能性の模索》をするなかで浮かび上がるのは、〔母

親が１人で育てるものと思わせる社会のプレッシャー〕によって、女性が〔自宅養育の

選択に対する負担感・拒否感といった苦しさ〕に押しつぶされる現実である。支援者は

女性の気持ちに寄り添い、語ることが阻まれた〔子どもに対するネガティブな感情の表

出〕を受けとめ、〔中絶の時期を逸した罪悪感〕〔障害をもった子どもを生んでしまった

という罪悪感〕〔障害をもって生まれた子どもを受け入れられない罪悪感〕〔障害をもっ

た子どもを生んだことを責める親族に対する罪悪感〕の苦しさを受けとめていた。 

 

女性が〔縁組後も子どもを手放したことで続く罪悪感〕に苦しみ続ける背景に、〔縁組

をした女性が事実を語れない背景としての地域社会〕の課題がある。支援者は女性たち

が今後の人生を幸福に生きるため、〔子どもの成長や養親の感謝の気持ちを知る養親との

交流〕を図り、〔障害をもつ子どもを縁組に出した同じ立場の女性同士の支え合いの可能

性〕も模索しながら、〔縁組後も女性と常に連絡がとれる支援体制〕の構築を試みていた。 



【予期せぬ妊娠で孤立する女性に対する生活支援】 

支援者はメールや電話といった相談の入り口で、〔予期せぬ妊娠で精神不安な状態の女

性の語りの傾聴〕や〔周囲に批難され傷つき孤立した女性が「この人に相談してもいい

んだ」と感じる空気の醸成〕に向けて細心の注意を払い、〔妊娠の背景によって異なる声

のかけ方と赤ちゃんの気持ちへの寄り添い〕によって、女性と支援者をつなぐ細い糸が

切れないよう対面の支援につなげていた。相談者の多くは、生活困窮の状態で妊娠して

おり、最近の傾向として〔交際相手との関係が希薄で SNS を媒介に一過性の関係での妊

娠〕も少なくなく、〔ホームレスに近い状況で妊娠した女性の住居の支援〕や〔貧困を背

景に精神的に不安定でメンタルヘルス上の問題をもつ女性への支援〕も行っていた。 

 

妊娠が進み《中絶の時期を逸し孤立した女性が生きる道を選択する際の支援》では、

特に外国籍の女性の場合は〔言葉・コミュニケーション・情報不足の壁に阻まれた状況

での妊娠の進行〕や〔長期的な見通しが立てづらく直近の問題解決に留まるという支援

の限界〕が示された。また、外国籍に関わらず多くの相談者に共通する問題として、

〔日々の生活に追われやるべきことができないまま生活課題が累積した状況で中絶の時

期を逸しパニックになる女性への支援〕が求められていた。「やるべきこと」とは、妊娠

に気がついた女性が、子どもの父親に相談する、受診する、生活の糧を確保する、住居

を定める等の必要最低限のことを指す。多くの場合、子どもの父親に連絡がとれず途方

にくれたまま時間だけが経過し、問題解決に向けた行動のタイミングを逸している。支

援者は既に生活基盤が崩壊した状況で妊娠した女性に対して、女性の安全を確保するた

め〔社会資源につなげ生活拠点をつくり安定した状態にしたうえでの選択肢の情報提

供〕を行っていた。特に外国籍女性の場合は、〔移住者の法的な立場により利用できる社

会資源が限られるなかでの可能な支援の模索〕から始まり、困難性が高かった。 

 

女性の安全が確保された後は、生まれてくる子どもの問題に対峙し、〔共倒れを防ぐた

めに子どもも母親も幸せになる選択肢につながる制度・法律・特別養子縁組の情報提

供〕を行う。さらに、支援者の経験からの助言として、一時的なつもりで〔生まれた子

どもを施設入所等にした場合に引き取りは簡単ではない等の現実についての情報提供〕

等も行い、女性にとって後悔のない選択ができるよう配慮がなされていた。 

 

女性たちは予期せぬ妊娠を機にあっせん機関の相談につながり、《社会的な存在として

社会保障・生活基盤を整える支援》を受け、特別養子縁組による子どもの養育を視野に

入れた出産準備を整えていた。《出産に際し手厚くケアされた女性が子どもへの愛情を感

じ自尊感情を取り戻す過程への支援》を受けた経験が、〔出産後に芽生える「母親」であ

るという意識〕につながっていた。さらに、〔子どもを心配する気持ちの率直な表明への

支援〕が、生まれた子どもを「かわいい」と言って入院中の限られた時間に子どもの世

話をする〔出産を肯定的に捉えた女性の自尊感情回復の支援〕になることが示された。

この時期に、自分で育てるか特別養子縁組に託すかを逡巡するケースも少なくない。 



次の段階では、生まれた子どもの養育についての現実検討に入る。《出産後に子どもを

自分で育てるか否かを悩む女性が納得できる選択をするための支援》では、〔自分で育て

たいと揺れる女性が後悔のないよう自分の力を試し可能性を拓く支援〕を行い、〔自分で

育ててみたが力不足のため縁組を希望した場合の支援〕や〔自分で育てる準備で施設に

預けたが後に縁組を希望した場合の支援〕によって、生まれた子どもの養育についての

女性の自己決定を支え、〔「決断」することで子どもの「親」になることの支援〕が行わ

れていた。なかには、〔子どもの父親への未練を断ち切れず悩む女性への支援〕もあった

が、多くの場合、父親の存在は希薄で、子どもの養育は出産した女性の問題として意思

決定に向けた支援がなされていた。子どもの養育には、女性自身と女性の実家を含めた

経済力の問題が大きく影響し、〔経済力がある女性が自分で育てる選択をする際の支援〕

もあった。一方で、外国籍女性の場合は、〔ソーシャルワーカーの支援を受けてもどうす

るかを決められない状況〕があり、自己決定の難しさが示された。また、支援現場の課

題として、〔自分で育てるか否かを女性が十分に考え葛藤できる時間と場所としてのシェ

ルターの必要性〕があげられた。 

 

【予期せぬ妊娠・出産・縁組をめぐり「困難な状況にある」女性が地域社会で生

きていくための支援】 

予期せぬ妊娠での出産・縁組を経験した女性たちが、支援者と信頼関係を構築し、〔そ

れまでの生活や仕事（性産業含む）の見直しや生活再建〕を考えていた。実際には《出

産・縁組後に地域社会に居場所がない女性の生活再建の支援》は簡単ではなく、〔出産・

縁組後に帰る場所も実家からの援助もない状況で地域社会に放り出される女性たちの現

実〕があった。あっせん機関に相談をよせた女性たちは、子どもを社会的養護に託した

後も困難な状況にあり、〔出産・縁組で子どもを手放した女性の健康面・心理面・社会面

の支援〕は必要である。あっせん機関によっては、〔出産・縁組後も行き場のない女性を

併設する母子寮・シェルターで受入れる生活支援〕が可能な場合もあり、〔出産・縁組後

も「信頼できる大人がいる場所（実家のような）」として女性を受入れ社会資源につなげ

る支援〕や〔出産・縁組をした女性が新しい人生を生きるための就職先の紹介〕の試み

がなされていた。また、援助要請の声をあげることが難しい女性に対し、〔出産・縁組後

に地域社会で孤立する女性に対する保健師の産後ケア〕が、女性が社会資源につながる

ツールとして期待された。一方で、女性が地域社会で無用な生きづらさの負荷を抱えな

いように、〔出産・縁組をしたことを学校や周囲に知れぬよう家族で女性を守ることへの

支援〕も必要とされた。 

 

女性たちの生きづらさの背景に、〔既存の子育てモデルから外れ縁組を選択した女性が

批難される地域社会〕の問題があった。〔予期せぬ妊娠・出産に至った女性が声をあげ地

域社会に現実を知ってもらうことへの支援〕や〔中絶した女性のケアや支援と同様に出

産・縁組をした女性のケア・支援〕といった《出産・縁組で子どもを手放したことで地

域社会から批難される女性への支援》の必要性が示された。総じて、予期せぬ妊娠・出



産・縁組をめぐる問題に対し、《多様性を受け入れる地域社会をつくるための支援》が求

められた。具体的には、〔国内外・地域によって妊娠した女性に対する捉え方や対応が異

なる状況〕をふまえ、〔地域社会における若い世代が相談しやすい窓口や居場所〕や〔子

ども時代の傷つきの体験を教育のなかで支える〕仕組みをつくることがあげられた。 

 

【生まれた子どもを介して女性が新しいつながりを形成し未来を拓くための支援】 

疎遠になった女性の実家に支援者が働きかける《予期せぬ妊娠・出産で生まれた「孫」

を介して女性の実家のサポートを引き出す支援》によって、〔縁組後に事情を知った実家

が女性との関係を再構築する支援〕が展開され、女性が実家に戻り生活を立て直すケー

スもあった。また、祖父母が生まれた子どもを孫として腕に抱き、〔縁組で子どもを手放

すことを躊躇う実家が母子を受入れ子どもの養育を担う〕可能性も示された。 

 

一方で外国籍女性の場合は、国内で親族関係者が少ないため、社会資源の情報収集や

社会資源につながるコミュニケーション能力といった、〔子育てをする際に地域社会で生

きるスキルを習得するための支援〕が必須である。また、〔移住者に対応する支援団体が

少ないため相談が長期化〕する傾向にあり、〔子育てをする際に事業所を軸に継続する支

援関係〕が形成される可能性が示された。しかし、子どもが手元から居なくなった場合

は、〔委託・縁組による子どもの問題解決と同時に本人との関係が切れる〕状況にあった。 

 

あっせん機関に相談をよせた女性の多くは、生活困難な状況で予期せぬ妊娠をし、孤

立していた。しかし、宿した子どもを介した新しいつながりも形成されていた。支援者

は、女性が新しい命を世に送り出したことで、育ての親が子どもを授かったことを喜ぶ

姿や、育ての親の許で成長し結婚を控えた子どもが生みの親に会いたいという気持ちに

触れた経験から、〔生まれた子どもが生んでもらったことを感謝していることを伝える〕

〔縁組に出した子どもも幸せなことを伝え生んだ女性にも幸せになってもらいたいこと

を伝える〕〔育ての親に感謝されていることを女性に伝える〕といった、《縁組後に生み

の女性に対する感謝と女性の幸せを願う気持ちを伝える支援》を丁寧に行っていた。 

 

さらに、子どもを介して《縁組後に生みの女性と育ての親との交流を見守る支援》と

して、〔女性の意向に基づいて育ての親から子どもの成長を写真で送ってもらう〕ことで、

〔子どもの成長を知らせるアルバムや手紙を介して生みの女性が育ての親から間接的に

愛情を受け取る〕ことや、〔育ての親から届けられた子どもの写真を携帯し生活再建に取

り組む女性を見守る〕支援が示された。 

 

 

 



５．考察 

（１）障害のある子どもの特別養子縁組からみえる「子育ての社会化」の課題 

  本調査では、障害をもって生まれた子どもを受け入れることができず苦しみ、障害を

もつ子どもの特別養子縁組の相談を受け入れてくれるあっせん機関に、「覚悟をもって

相談の電話をかける」女性たちの姿が浮き彫りになった。女性たちがもつ「中絶の時期

を逸した」「障害をもった子どもを生んでしまった」「障害をもって生まれた子どもを受

け入れられない」罪悪感は、家族や親族に対しても広がっていた。背景に子どもの養育

は〔母親が１人で育てるものと思わせる社会のプレッシャー〕と社会がもつ障害に対す

る捉え方があり、それが〔縁組後も子どもを手放したことで続く罪悪感〕を生んでいた。 

ダウン症児の養子縁組について白井（2018）は、「養子に出したいと相談する人は追い詰

められた状況」であり、「養子縁組の選択肢があることが、生みの親が追い詰められない

要素になった」としており、本調査からも同様の状況がよみとれる。一方で、ダウン症

児の養子縁組が公式化しているアメリカと比して、日本では障害をもって生まれた子ど

もの養子縁組の選択肢は、「不可視化されたり」「憚れたり」する傾向にあり、医療・行

政・福祉の現場での提案はおそらくないとされている（白井 2018）。障害をもって生ま

れた子どもの育ちの保障が、社会的養護で排他的な位置にあると言わざるをえない状況

は、特別養子縁組に児童相談所が関与した際に、子どもに障害がないことを見極める時

間を要することで、乳児期の愛着形成の阻害や、生みの親が子どもを託す意志決定を揺

るがされる問題にも通底する。これらの問題は、「子育ての社会化」を阻む要因の１つに

なっていると考えられる。 

 

（２）女性たちに必要なエンパワメントと生活支援 

  相談の入口で支援者は、女性からの「相談」の細い糸が切れないよう〔周囲に批難さ

れ傷つき孤立した女性が「この人に相談してもいいんだ」と感じる空気の醸成〕に心を

配り対応していた。女性たちは受容される経験を機に、損傷した自己肯定感の回復が促

され、問題解決に向けた道を拓いていく。支援者は、女性の話を「否定しない」姿勢に

徹して事情を聞き取り、〔日々の生活に追われやるべきことができないまま生活課題が

累積した状況で中絶の時期を逸しパニックになる女性への支援〕を行っていた。「やる

べきこと」とは、子育てをする以前に安定した地域生活を送るための、住居や就業を含

む生活基盤の構築や、必要な社会資源の情報と、社会資源につながる社会関係の構築で

あり、婦人保護所や母子生活支援施設での退所に向けた支援内容と重なる（細金 2017，

厚生労働省 2011）。妊娠以外の多くの危機に晒されている女性に対し、支援者は慎重に

言葉を選びながら、多様な角度からエンパワメントを行っていた。特に、外国籍移住者

の女性は、コミュニティ外で紐帯をもつことが難しいため脆弱性が高く、日本社会での

生活に必要な社会資源の情報収集スキルや、適切な社会関係を構築するコミュニケーシ

ョンスキルの不足といった生活課題だけでなく、妊娠や避妊に関する性教育を受けてい

ないといった、無防備ゆえに搾取の対象になりやすい人権侵害に晒されており、行政の



保護や支援が行き届かない実態も示唆された。相談者の女性との関わりを機に、支援者

がコミュニティに働きかけることで、日本社会で必要な子育て生活スキルがコミュニテ

ィ内で共有され、母国の子育て実践を織り交ぜた独自の子育ての文化が醸成される可能

性もある。 

 

（３）「子育て生活スキル」を媒介に「ファミリー・ソーシャルワーク」を考える 

総じて、女性たちは相談を機に《社会的な存在として社会保障・生活基盤を整える支

援》を受け、〔社会資源につなげ生活拠点をつくり安定した状態にしたうえでの選択肢の

情報提供〕によって、必要な選択をしていく。西岡は、後継者不足に歯止めをかける伝

統技能伝承の取り組みにおいて、育成者が多様な背景をもつ入門者を受け入れ、入門者

の生活基盤を整えることを土台にして、指導の姿勢をとらず、保護と育成の姿勢で臨む

サーバント・リーダーシップ的な関わりを見出し、ファミリー・ソーシャルワークへの

援用を提案した（西岡 2022，2021，2020）。あっせん機関で出会う女性たちの「予期せ

ぬ妊娠の相談」は、女性の貧困問題を背景に、居場所を失った女性たちの多様で深刻な

生活課題が凝縮して立ち表れる現場になる。本調査では、予期せぬ妊娠を機につながっ

た女性の生活支援において、支援者は女性たちに必要な情報や選択肢の提供を媒介に、

サーバント・リーダーシップ的に関わり、当座の問題解決に留まらず、その後の生活再

建の可能性を拓く試みがあることが示唆された。 

   

今後の課題として、予期せぬ妊娠を防止し、生きづらさを抱えた女性や若者を支援す

るために、《多様性を受け入れる地域社会をつくるための支援》が求められた。具体的に

は、〔国内外・地域によって妊娠した女性に対する捉え方や対応が異なる状況〕をふまえ、

〔地域社会における若い世代が相談しやすい窓口や居場所〕や〔子ども時代の傷つきの

体験を教育のなかで支える〕仕組みをつくることである。また、女性たちが安全な住居

の確保が難しいために、予期せぬ妊娠の危険に晒される状況をふまえ、〔出産・縁組後も

「信頼できる大人がいる場所（実家のような）」として女性を受入れ社会資源につなげる

支援〕を定着させることは必須になるだろう。 

 

本調査では、支援を受ける過程で女性が子どもに示す感情の変化も見出された。予期

せぬ妊娠を、自分自身の存在を脅かす危機として捉え相談に訪れた女性たちが、《出産に

際し手厚くケアされた女性が子どもへの愛情を感じ自尊感情を取り戻す過程への支援》

によって、〔出産後に芽生える「母親」であるという意識〕を生み、生まれた子どもを

「かわいい」と慈しみ入院中の限られた時間に世話をする姿が、支援者の語りから浮彫

になった。子育て支援や虐待防止対策においても、養育者へのケアが養育者の心のゆと

りを生み、本来の率直な感情を取り戻す契機になることが示唆された。子育て生活スキ

ルとは、家事・育児・対人関係スキルに留まらず、生活基盤を整え、社会資源を活用し、

生活の糧を得るスキルといえる。これらのスキルを習得する過程が、手厚いケアを受け

る過程と同義になることが、ファミリー・ソーシャルワークになると考えられる。 
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